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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動通信システムにおけるＳＲ（ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　ｒｅｑｕｅｓｔ）情報送信方
法において、
　前記ＳＲ情報のための少なくとも一つのビット及びＡＣＫ（Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅ）
情報のための少なくとも一つの他のビットを含むアップリンク制御情報を生成するステッ
プと、
　前記アップリンク制御情報を符号化するステップと、
　前記符号化されたアップリンク制御情報をＡＣＫ／ＮＡＣＫ（ｎｏｎ－ＡＣＫ）チャネ
ルを介して送信するステップと、を含み、
　前記ＳＲ情報は、少なくとも一つのビットを利用し、正のＳＲ及び負のＳＲのうちの一
つを指示することを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記アップリンク制御情報を符号化するステップは、
　前記ＳＲ情報を１ビット情報にマッピングするステップと、
　前記１ビット情報及び長さＡ－１の前記ＡＣＫ情報のビット列を連結（ｃｏｎｃａｔｅ
ｎａｔｅ）するステップと、
　連結されたビット列に対して（２０、Ａ）のＲＭ（Ｒｅｅｄ－Ｍｕｌｌｅｒ）符号化を
行うステップと、を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記ＳＲ情報を１ビット情報にマッピングするステップは、
　前記ＳＲ情報が前記正のＳＲである場合、前記１ビット情報を「１」に設定するステッ
プと、
　前記ＳＲ情報が前記負のＳＲである場合、前記１ビット情報を「０」に設定するステッ
プと、を含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＳＲ情報を１ビット情報にマッピングするステップは、
　前記ＡＣＫ情報のビット列の先頭（ｆｒｏｎｔ）にまたはビット列の末尾（ｅｎｄ）に
１ビットの情報を配置するステップを含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記アップリンク制御情報を送信するステップは、
　前記アップリンク制御情報に対する変調を行うステップと、
　アップリンクＡＣＫ／ＮＡＣＫチャネル構造内の一つのＯＦＤＭ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａ
ｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボルのチ
ャネル資源を利用して基地局に前記アップリンク制御情報を送信するステップと、を含む
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＯＦＤＭシンボルのチャネル資源は、ＣＡＺＡＣコード及び時間軸の直交コードシ
ーケンスを含むことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のうち何れか一つの方法を具現するように構成されたアップリン
クＳＲ情報を送信する装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信システムに関し、特に、移動通信システムにおいてアップリンクス
ケジューリング要請を送信するための装置及びその方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）において、アップリンク制御情報
は、ダウンリンクデータパケットに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ（ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍ
ｅｎｔ／ｎｏｎ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）、ＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａ
ｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、ダウンリンクＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕ
ｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）フィードバックのためのＲＩ（Ｒａｎｋ　Ｉｎｄ
ｉｃａｔｏｒ）、ＰＭＩ（Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、
ＳＲ（Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）などを含む。図１(ｂ)に示すようなアッ
プリンクＡＣＫ／ＮＡＣＫ制御チャネルの構造と同様に、図１(ａ)に示すように、ＳＲ情
報を送信するためのアップリンクＳＲ制御チャネルはＣＡＺＡＣ（Ｃｏｎｓｔａｎｔ　Ａ
ｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｚｅｒｏ　Ａｕｔｏ　Ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ）シーケンス基盤の時
間軸直交グルーピング拡張（ｔｉｍｅ　ｄｏｍａｉｎ　ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｇｒｏｕ
ｐｉｎｇ　ｅｘｐａｎｓｉｏｎ）と、お互い異なる循環シフト（ｃｉｒｃｕｌａｒ　ｓｈ
ｉｆｔｓ）による２次元直交チャネル構造（ｔｗｏ－ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ　ｏｒｔｈｏｇ
ｏｎａｌｉｚａｔｉｏｎ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）とを有する。ＬＴＥシ
ステムにおいて、固定のＳＲ資源はＳＲ情報を送信するＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅ
ｎｔ）に分配され、各ＳＲはＯＯＫ（Ｏｎ－Ｏｆｆ　Ｋｅｙ）方式に従って伝送される。
【０００３】
　ＬＴＥシステムにおいて、新しいアップリンク資源スケジューリングが適用される必要
がある場合、ＵＥは新しいアップリンクデータ資源を要請するためにＵＥにより構成され
たＳＲサブフレーム（ｓｕｂｆｒａｍｅ）を介してｄ（０）＝１であるＳＲ変調シンボル
を送信する。この場合のＳＲは、正（ｐｏｓｉｔｉｖｅ）のＳＲと称すことができる。Ｕ
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Ｅがアップリンク資源スケジューリング要請を有しない場合、ＳＲは分配されたＳＲチャ
ネルを介して送信されない。この場合のＳＲは、負（ｎｅｇａｔｉｖｅ）のＳＲと称すこ
とができる。アップリンク信号の低いＣＭ（Ｃｏｎｓｔａｎｔ　Ｍｏｄｕｌｕｓ）特性を
保障するために、ＬＴＥシステムは、ＳＲ及びＡＣＫ／ＮＡＣＫが同じサブフレームで送
信される際、正のＳＲとしてＵＥが分配されたＳＲチャネルを介してＡＣＫ／ＮＡＣＫを
送信するように定めている。同様に、ＬＴＥシステムは、負のＳＲとしてＵＥが分配され
たＡＣＫ／ＮＡＣＫチャネルを介してＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するように定めている。
【０００４】
　ＬＴＥ技術の継続的な発展に従って強化されたＬＴＥ（＝ＬＴＥ－Ａ）システムが登場
されることになった。ＬＴＥ－Ａシステムにおいて、全システムのピーク速度率（ｐｅａ
ｋ　ｓｐｅｅｄ　ｒａｔｅ）を向上させるために、構成可能なシステム帯域幅を使用する
ためにキャリアアグリゲーション（ＣＡ：Ｃａｒｒｉｅｒ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）技
術が使用され得る。この際、単位副搬送波はＣＣ（Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ｃａｒｒｉｅｒ
）と称する。ＬＴＥシステムのＵＥは、各ＣＣにおいて以下の図２に示すように一般的に
動作し得る。
【０００５】
　図２は、移動通信システムのフレーム構造を示している。図２を参照すると、無線フレ
ーム（ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ）２１０は、多数のサブフレーム（ｓｕｂｆｒａｍｅ）２
２０を含む。無線フレーム２１０の長さは１０ｍｓであってもよく、サブフレーム２２０
の長さは１ｍｓであってもよい。サブフレーム２２０は周波数軸において多数のＣＣ２３
０－１乃至２３０－５が集成された構造を有し、各ＣＣ２３０の帯域幅は２０Ｍ、全体帯
域幅は１００Ｍであってもよい。
【０００６】
　３ＧＰＰ　ＲＡＮ　４ワークグループ（ｗｏｒｋ　ｇｒｏｕｐｓ）の最近の協議におけ
る従来の無線スペクトル（ｒａｄｉｏ　ｓｐｅｃｔｒｕｍ）によると、図３に示すように
、ＬＴＥ－Ａシステムの運営者は２個の周波数帯域を含ませるためにＬＴＥシステムに構
成されたＣＣを分配する。さらに、ＬＴＥ－Ａ端末の複雑度を減少させるために、ＵＥが
多重アップリンクＣＣ及び多重ダウンリンクＣＣを構成する際、ＳＲ及びＣＱＩ情報が同
じＣＣを介して送信され、お互い異なるＣＣのダウンリンクデータＡＣＫ／ＮＡＣＫが特
定一つのＣＣを介して送信されることができる。アップリンク制御情報の受信容量のため
に一つのアップリンクＣＣの低いＣＭ特性を補正することが重要であるため、アップリン
クＣＭが最小である場合、基地局にＳＲ、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、ＣＱＩ情報を同時にどのよ
うに送信するかの問題が存在する。しかし、現在アップリンクＣＣの低いＣＭ特性ができ
る限り保障される場合、基地局にＳＲ、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、ＣＱＩ情報をどのように送信
するかに対する代案が存在しない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述した従来技術の短所を解決するために、本発明の目的は、移動通信システムにおい
てアップリンクＳＲ（Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）情報を送信するための装
置及び方法を提供することにある。
【０００８】
　本発明の他の目的は、移動通信システムにおいてアップリンクＳＲ情報の伝送効率を増
大させるための装置およびその方法を提供することにある。
【０００９】
　本発明のまた他の目的は、移動通信システムにおいてアップリンクＳＲ情報を異なるア
ップリンク制御情報と共に送信するための装置及び方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の見地によれば、移動通信システムにおいてＳＲ情報送信方法が提供される。前
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を獲得するステップと、異なるアップリンク制御情報を送信するための非（ｎｏｎ）ＳＲ
チャネルの物理資源を利用して基地局にＳＲ情報を送信するステップと、を含む。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】移動通信システムにおけるアップリンクＳＲ制御チャネル(a)及びアップリンク
ＡＣＫ／ＮＡＣＫ制御チャネル(ｂ)を示す図である。
【図２】移動通信システムにおいてフレーム構造を示す図である。
【図３】移動通信システムにおいてＣＣ割当の例を示す図である。
【図４】本発明の実施形態による移動通信システムにおいてＳＲ送信手順を示す図である
。
【図５】本発明の実施形態による移動通信システムにおいて第１モードの結合符号化手順
を示す図である。
【図６】本発明の実施形態による移動通信システムにおいて第１モードによるデータ処理
ステップを示す図である。
【図７】本発明の実施形態による移動通信システムにおいて第１モードによるデータ処理
ステップを示す図である。
【図８】本発明の実施形態による第２モードの動作手順を示す図である。
【図９】本発明の実施形態による移動通信システムにおいて第２モードによるデータ処理
ステップを示す図である。
【図１０】本発明の実施形態による移動通信システムにおいて第３モードによるデータ処
理ステップを示す図である。
【図１１】本発明の他の実施形態による移動通信システムにおいてＳＲ伝送手順を示す図
である。
【図１２】本発明の他の実施形態による移動通信システムにおいてデータ処理ステップを
概略的に示す図である。
【図１３】本発明の実施形態による移動通信システムにおいてＵＥのブロック構成を示す
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の目的、技術的解決方案、長所などをより明確にするために、以下、添付された
図面と具体的な実施形態を参考して本発明を詳しく説明する。
【００１３】
　以下、本発明は、移動通信システムにおいてアップリンクＳＲ（Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ
　Ｒｅｑｕｅｓｔ）を送信するための技術に対して説明する。以下では説明の便宜上、本
発明はＬＴＥ規格において定めている用語及び名称を使用する。しかし、本発明は用語及
び名称により限定されるものではなく、他の規格によるシステムであっても本発明が同じ
く適用され得る。
【００１４】
　図４は、本発明の実施形態による移動通信システムにおいてＳＲ送信手順を示している
。
【００１５】
　図４を参考すると、ＵＥはステップ３０１で上位階層シグナリングを介してＵＥのＳＲ
サブフレーム構成情報を獲得する。例えば、ＳＲサブフレーム構成情報は、ＳＲサブフレ
ーム構成番号（ＳＲ　ｓｕｂｆｒａｍｅ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｎｕｍｂｅｒ）
を含み得る。ＵＥは、獲得したＳＲ構成番号、ＵＥに保存されたテーブル、システム規格
などを利用してＳＲサブフレームを決定することができる。例えば、ＵＥに保存されたテ
ーブルは、下記表１に示すように定めることができる。
【００１６】
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【表１】

【００１７】
　前記ＳＲサブフレームの決定は、下記の数式１を満たすＳＲサブフレームのシリアル番
号（ｓｅｒｉａｌ　ｎｕｍｂｅｒ）を決定するステップを含む。
【００１８】

【数１】

【００１９】
　数式１において、ｎｆはシステムフレーム番号、ｎｓは時間スロット（ｔｉｍｅ　ｓｌ
ｏｔ）番号、ＮＯＦＦＳＥＴ，ＳＲはＳＲサブフレームのオフセット、ＳＲＰＥＲＩＯＤ

ＩＣＩＴＹはＳＲサブフレームの周期を意味する。本発明の実施形態によって、ＩＳＲは
３になってもよく、この場合、前記表１によってＮＯＦＦＳＥＴ，ＳＲは３、ＳＲＰＥＲ

ＩＯＤＩＣＩＴＹは５になり、ｎｓは｛０、１、…、１９｝になり得る。
【００２０】
　数式１によると、ＵＥは、基地局にアップリンクデータ資源を割り当てることを要請す
るためにアップリンク資源ＳＲをサブフレーム＃３、＃８、＃１１、＃１４などを介して
送信することを決定する。ここで、基地局は「ｅＮＢ（ｅＮｏｄｅＢ）」と称し得る。同
時に一つのサブフレームを介してＳＲ情報及び他の制御情報が送信されるステップを説明
するために、以下で本発明は、サブフレーム＃３を例に挙げて説明するが、これは他のサ
ブフレームにも同じく適用され得る。
【００２１】
　以後、ステップ３０３で、ＵＥは、ＳＲ情報の伝送が他のアップリンク制御情報の伝送
と同時に発生した場合、ＳＲチャネルの他の前記異なるアップリンク制御情報を送信する
ための異なるチャネルの物理資源を利用して基地局にＳＲ情報を送信する。即ち、ステッ
プ３０３で、ＳＲ情報の伝送が他のアップリンク制御情報の伝送と同時に発生した場合、
例えば、サブフレーム＃３でＵＥは、前記他のアップリンク制御情報を送信するためにＳ
Ｒチャネルの他の異なるチャネルの物理資源を利用することによって基地局にＳＲ情報を
送信する。
【００２２】
　本発明は、ＵＥが多重ＣＣを構成した場合、特に、当該多重ＣＣがお互い異なる帯域に
位置する場合では、アップリンクＣＭが可能な限り減少された時、同時にＳＲ、ＡＣＫ／
ＮＡＣＫ，ＣＱＩ情報を基地局にどのように送信するかの方案を提示する。ステップ３０
３の異なるアップリンク制御情報は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報、ＣＱＩ情報などを含めるこ
とができる。本発明の実施形態による技術的解決策をより明確に説明するために、ＳＲ情
報及びＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報が同じサブフレーム、例えば、サブフレーム＃３で送信され
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る場合が以下の実施形態を介して説明される。そして、ＳＲ情報及びＣＱＩ情報が同一サ
ブフレーム、例えば、サブフレーム＃３で送信される場合が以下で他の実施形態を用いて
説明される。
【００２３】
　第１実施形態：
本発明の実施形態によるＳＲ情報送信方式は、次のような３つのモードに区分される。
【００２４】
　第１モード：
本発明の実施形態によって、ＳＲ情報及びＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報が同じサブフレームを介
して送信される場合、ＵＥはＳＲ情報及びＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報に対する結合符号化（ｊ
ｏｉｎｔ　ｃｏｄｉｎｇ）を行い、ＵＥに割り当てられたＡＣＫ／ＮＡＣＫチャネルを使
用してＳＲ情報及びＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を送信する。ＳＲ情報及びＡＣＫ／ＮＡＣＫ情
報に対する結合符号化の遂行ステップは、図５に示される。
【００２５】
　図５は本発明の実施形態による移動通信システムにおいて第１モードの結合符号化手順
を示している。
【００２６】
　図５を参考すると、ＵＥはステップ４０１でＳＲ情報をビット情報ｓ０にマッピングす
る。具体的に、ＳＲ情報が正（ｐｏｓｉｔｉｖｅ）のＳＲであればｓ０は１で、負（ｎｅ
ｇａｔｉｖｅ）のＳＲであればｓ０は０になり得る。ステップ４０１で、上述した方式と
異なるマッピング方式が適用されてもよく、上述した方式は発明を明確に説明するための
一つの例示である。
【００２７】
　続いて、ステップ４０３で、ＵＥはＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報のビット列ａ０、ａ１、…、
ａＡ－２及びＳ０を連結（ｃｏｎｃａｔｅｎａｔｅ）する。ステップ４０３で、ｓ０及び
ＡＣＫ／ＮＡＣＫのビット列ａ０、ａ１、…、ａＡ－２は予め定められた位置に配置され
る。具体的に、ＵＥはＡＣＫ／ＮＡＣＫのビット列ａ０、ａ１、…、ａＡ－２の先頭（ｆ
ｒｏｎｔ）にｓ０を配置することによって、＜ｓ０、ａ０、ａ１、…、ａＡ－２＞を獲得
することができる。または、ＵＥはＡＣＫ／ＮＡＣＫのビット列ａ０、ａ１、…、ａＡ－

２の末尾にｓ０を配置することによって、＜ａ０、ａ１、…、ａＡ－２、ｓ０＞を獲得す
ることができる。
【００２８】
　以後、ステップ４０５で、ＵＥは接続されたビット列に対して（２０、Ａ）のＲＭ（Ｒ
ｅｅｄ－Ｍｕｌｌｅｒ）符号化を行う。（ｒ、ｍ）はＲＭ符号化のパラメータであって、
次数（ｏｒｄｅｒ）ｒであり、２進ベクトル長さが２ｍの場合を意味する。また、ＱＰＳ
Ｋ（Ｑｕａｔｅｒｎａｒｙ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）変調が適用される
。例えば、前記符号化されたビット列は、ＬＴＥシステムのアップリンク制御チャネルフ
ォーマット２構造を利用して基地局に送信されることができる。
【００２９】
　このように、本発明の実施形態によってＳＲ情報及びＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報に対して結
合符号化（ｊｏｉｎｔ　ｃｏｄｉｎｇ）を行うＵＥの動作手順が具現され得る。
【００３０】
　上述した第１モードをより明確に説明するために、以下に具体的な実施形態が説明され
る。
【００３１】
　図６及び図７は、本発明の実施形態による移動通信システムにおいて第１モードによる
データ処理ステップを概略的に示している。
【００３２】
　図６及び図７を参考すると、ＳＲ情報及びＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報は、ＲＭ符号化ブロッ
ク５１０に入力され、ＲＭ符号化の結果はＱＰＳＫ変調ブロック５２０に提供される。Ｑ
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ＰＳＫ変調ブロック５２０で変調されたシンボルは、並列‐直列の変換ブロック５３０で
並列シンボル列に変換された後、前記並列信号列に含まれた１０個のシンボルは時間スロ
ット＃１に対応される乗算器５４０－１乃至５４０－５及び時間スロット＃２に対応され
る乗算器（図示せず）に提供される。
【数２】

以後、参考信号シーケンスと掛けられた各シンボルは、ＩＦＦＴ（Ｉｎｖｅｒｓｅ　Ｆａ
ｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）ブロック５６０によりＩＦＦＴ演算された
後、時間スロットにマッピングされる。
【００３３】
　図６及び図７において、本発明はＵＥが基地局にアップリンク資源の割当を要請する必
要がある場合、例えば、ＵＥがサブフレーム＃３を介して正のＳＲを送信する必要がある
場合を仮定する。ステップ４０１に従って、正のＳＲの場合、ｓ０は１である。同時に、
本発明はＵＥがサブフレーム＃３を介して基地局が多重ＣＣを構成したことに対応してＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫ情報を送信する必要がある。本発明は送信されるＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の
長さＡ－１であると仮定し、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報ビットを＜ａ０、ａ１、…、ａＡ－２

＞と仮定する。以下では説明の便宜上、「Ａ」を「９」と仮定する。そして、ＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ情報のビット列を＜０１１１１０１０＞と仮定する。ＵＥはＳＲ情報ビット、例え
ば、ｓ０及びＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報のビット列、例えば＜０１１１０１１０＞を連結する
。この時、ＳＲ情報ビットはＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報のビット列の先頭に位置すると仮定し
、連結されたビット列［ｃ０、ｃ１、…、ｃＡ－１］＝＜１０１１１０１０＞と仮定する
。以後、（２０、Ａ）のＲＭ符号化が前記連結以後の出力ビット列＜ｂ０、ｂ１、…、ｂ

１９＞に対して行われる。
【００３４】
【数３】

【００３５】
　数式２において、ｂｉはＲＭ符号化されたビット列のｉ番目ビット、ｎはビットインデ
ックス、記ｃｎはＳＲ情報及びＡＣＫ／ＮＡＣＫを連結したビット列のうちｎ番目ビット
、Ｍｉ、ｎはＲＭ符号化の因子を意味する。Ｍｉ，ｎは下記表２に示すように定めること
ができる。
【００３６】
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【表２】

【００３７】
　前記ＲＭ符号化の後、ＵＥはＲＭ符号化されたビット列＜ｂ０、ｂ１、…、ｂ１９＞に
対してＱＰＳＫ変調を行い、変調シンボル＜ｄ０、ｄ１、…、ｄ９＞を獲得し、変調シン
ボル＜ｄ０、ｄ１、…、ｄ９＞を基地局に送信する。ＳＲは例えば、ｓ０＝１のサブフレ
ーム＃３で送信される。さらに、ＵＥはサブフレーム＃３で多重ＣＣを構成する基地局に
対応されるＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を送信する必要がある。図８に示すように、第２モード
の動作手順は、次のステップを含む。
【００３８】
　ステップ６０１で、ＵＥはＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を送信するためのＡＣＫ／ＮＡＣＫチ
ャネルパラメタ＜ｎｃｓ、ｎｏｃ＞を決定する。ｎｃｓは循環シフト（ＣＳ：Ｃｙｃｌｉ
ｃ　Ｓｈｉｆｔ）インデックスを意味し、ｎｏｃは直交シーケンスインデックスを意味す
る。この時、ＵＥによって決定されたＡＣＫ／ＮＡＣＫチャネルパラメータはｎｃｓ＝６
、ｎｏｃ＝０と仮定する。以下、表３に示したパラメータｎｏｃ及び時間軸直交拡張コー
ド（ｔｉｍｅ　ｄｏｍａｉｎ　ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ｃｏｄｅ）間
の関係によって、ｎｃｓ＝６、ｎｏｃ＝０が決定され、シーケンス０、例えば［＋１＋１
＋１＋１］が時間軸直交拡張コードで選択される。例えば、各シーケンスインデックスに
対応される直交コードは下記の表３と同様である。
【００３９】
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【表３】

【００４０】
　ステップ６０３で、ＵＥはサブフレーム＃３を介して正のＳＲを送信することを決定し
、ＡＣＫ／ＮＡＣＫチャネルパラメータを再構成する。
【００４１】
　ＵＥによって再構成されたＡＣＫ／ＮＡＣＫチャネルパラメータはｎｃｓ＝６、ｎｏｃ

＝３である。即ち、循環シフトは変形されずにＡＣＫ／ＮＡＣＫチャネルは、従来技術に
おいては使用されない固定された直交拡張コードｎｏｃ＝３を使用して構成される。例え
ば、ｎｏｃ＝３の直交拡張コードは［－１＋１－１＋１］であってもよい。
【００４２】
　ステップ６０５で、ＵＥは前記再構成されたＡＣＫ／ＮＡＣＫチャネルパラメータに応
じて構成された新しいＡＣＫ／ＮＡＣＫチャネルを介してＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を送信す
る。
【００４３】
　上述した手順において、もしＵＥが基地局にアップリンク資源の割当を要請する必要が
ないと判断する場合、例えば、ＵＥがサブフレーム＃３を介して負のＳＲを送信する必要
がある場合、ＵＥはＡＣＫ／ＮＡＣＫチャネルパラメータを再構成する必要がない。例え
ば、ＵＥは如何なる動作も行わず、元のＡＣＫ／ＮＡＣＫチャネルを利用してＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ情報を送信する。
【００４４】
　第２モードによるデータ処理ステップは、以下の図９に示すものと同様である。図９は
、本発明の実施形態による移動通信システムにおいて第２モードによるデータ処理ステッ
プを示している。図９を参考すると、ＳＲ情報を送信しない場合のＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報
は、コード０、コード１、コード２を使用して生成され、ＳＲ情報を送信する場合のＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫ情報はコード３を使用して生成される。
【００４５】
　第３モード
　第３モードは、相対的にシンプルである。特に、ＳＲ情報及びＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報が
同じサブフレームを介して送信される場合、ＵＥはＳＲ情報に対する符号化変調を行って
、ＬＴＥシステムのアップリンクＡＣＫ／ＮＡＣＫチャネル構造内の一つのＯＦＤＭシン
ボルのチャネル資源を利用して基地局にＳＲ情報を送信する。ＯＦＤＭシンボルのチャネ
ル資源は、ＣＡＺＡＣコード及び時間軸の直交コードシーケンスを含む。第３モードは、
以下の図１０に示されたものと同様である。
【００４６】
　図１０は、本発明の実施形態による移動通信システムにおいて第３モードによるデータ
処理ステップを示している。
【００４７】
　図１０を参考すると、１ビットのＳＲ情報はＢＰＳＫブロック８１０でＢＰＳＫ変調さ
れた後、乗算器８２０によりＣＡＺＡＣシーケンスと掛けられる。以後、ＣＡＺＡＣシー
ケンスと掛けられたシンボルは、ＩＦＦＴブロック８３０によりＩＦＦＴ演算されて、乗
算器８４０により直交コード０と掛けられた後、時間スロットにマッピングされる。ＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫ情報ビットは、ＢＰＳＫ／ＱＰＳＫブロック８５０によりＢＰＳＫまたはＱ
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ＰＳＫ変調された後、乗算器８６０によりＣＡＺＡＣシーケンスと掛けられる。以後、Ｃ
ＡＺＡＣシーケンスと掛けられたシンボルは、ＩＦＦＴブロック８７０－１乃至８７９－
３によりＩＦＦＴ演算されて、乗算器８８０－１乃至８８０－３により直交コード１、２
、３とそれぞれ掛けられた後、時間スロットにマッピングされる。
【００４８】
　第１実施形態モード、つまり、ＳＲ情報及びＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を同じサブフレーム
を介して送信する場合の動作は上述と同様である。第２実施形態、つまり、ＳＲ情報及び
ＣＱＩ情報を同じサブフレームを介して送信する実施形態は、以下のようである。
【００４９】
　第２実施形態：
　図１１は、本発明の他の実施形態による移動通信システムにおいてＳＲ伝送手順を示し
ている。
【００５０】
　図１１を参考すると、ＵＥはステップ９０１でＳＲ情報及びＣＱＩ情報を同じサブフレ
ームを介して送信するためにＳＲ情報に対する符号化変調を行って、ＳＲ変調シンボルｄ

ＳＲを生成する。具体的に、ＳＲ情報に対する符号化変調及びＳＲ変調シンボルｄＳＲの
生成は以下のようである。ＵＥはＳＲ情報をビット情報ｓ０にマッピングし、ＳＲ変調シ
ンボルｄＳＲを生成するためにビット情報ｓ０に対するＢＰＳＫ（Ｂｉｎａｒｙ　Ｐｈａ
ｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）変調を行う。ＳＲ情報をｓ０にマッピングする動作は
、ステップ４０１と同じである。
【００５１】
　ステップ９０３で、ＵＥは一つのＳＲ変調シンボルｄＳＲを利用して各ＣＱＩ時間スロ
ットの２番目参考シンボル（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｙｍｂｏｌ）を変調する。即ち、各
ＣＱＩ時間スロットの参考シンボルのうち２番目参考シンボルはＳＲ変調シンボルｄＳＲ

から生成される。これによって、各ＣＱＩ時間スロットの２番目参考シンボルはＳＲ情報
を含む。
【００５２】
　他の実施形態によるデータ処理ステップは、以下の図１２に示したようである。図１２
は、本発明の他の実施形態による移動通信システムにおいてデータ処理ステップを示して
いる。図１２を参考すると、１ビットのＳＲ情報はＢＰＳＫブロック１０１０によりＢＰ
ＳＫ変調される。そして、ＣＱＩ情報はブロックコードブロック１０２０によりブロック
符号化された後、ＱＰＳＫブロック１０３０によりＱＰＳＫ変調される。以後、ＳＲ情報
のシンボル及びＣＱＩ情報のシンボルは、掛け算及びＩＦＦＴブロック１０４０に提供さ
れる。この時、ＳＲ情報のシンボルは、掛け算及びＩＦＦＴ演算された後２番目参考シン
ボルとして出力される。以後、ＣＱＩ情報のシンボル及びＳＲ情報のシンボルは、時間ス
ロットにマッピングされる。
【００５３】
　図１３は、本発明の実施形態による移動通信システムにおいてＵＥのブロック構成を示
している。
【００５４】
　図１３に示すようにＵＥはＲＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）処理部１１１０、
モデム１１２０、保存部１１３０、及び制御部１１４０を含む。
【００５５】
　ＲＦ処理部１１１０は、信号の帯域変換及び増幅など無線チャネルを介して信号を送受
信するための機能を行なう。即ち、ＲＦ処理部１１１０はモデム１１２０から提供される
ベースバンド信号をＲＦ帯域信号にアップ変換した後アンテナを介して送信して、前記ア
ンテナを介して受信されるＲＦ帯域信号をベースバンド信号にダウン変換する。例えば、
ＲＦ処理部１１１０は増幅器、ミキサ（ｍｉｘｅｒ）、オシレータ（ｏｓｃｉｌｌａｔｏ
ｒ）、ＤＡＣ（Ｄｉｇｉｔａｌ　ｔｏ　Ａｎａｌｏｇ　Ｃｏｎｖｅｒｔｏｒ）、ＡＤＣ（
Ａｎａｌｏｇ　ｔｏ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｏｎｖｅｒｔｏｒ）などを含むことができる。
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【００５６】
　モデム１１２０は、システムの物理階層規格に応じてベースバンド信号及びビット列間
の変換機能を行なう。例えば、ＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　
Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）方式による場合、データを送信する際に
モデム１１２０は、送信ビット列を符号化及び変調することによって複素シンボルを生成
し、複素シンボルを副搬送波にマッピングした後、ＩＦＦＴ（Ｉｎｖｅｒｓｅ　Ｆａｓｔ
　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）演算及びＣＰ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ）
挿入を介してＯＦＤＭシンボルを構成する。また、データを受信する際にモデム１１２０
は、ＲＦ処理部１１１０から提供されるベースバンド信号をＯＦＤＭシンボル単位に分割
して、ＦＦＴ（Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）演算を介して副搬送波
にマッピングされた信号を復元した後、復調及び復号化を介して受信ビット列を復元する
。例えば、モデム１１２０は図６及び図７、図１０、図１２のような構造を含むことがで
きる。
【００５７】
　保存部１１３０は、ＵＥの動作のための基本プログラム、応用プログラム、システム設
定情報、ユーザ設定情報などのデータを保存する。そして、保存部１１３０は制御部１１
４０の要請によって保存されたデータを提供する。
【００５８】
　制御部１１４０は、ＵＥの全般的な機能を制御する。例えば、制御部１１４０は送信パ
ケットを生成してモデム１１２０に提供し、モデム１１２０から提供される受信パケット
を解析する。本発明の実施形態によって、制御部１１４０はＳＲ情報及び他のアップリン
ク制御情報を送信するための機能を制御する。例えば、制御部１１４０はＵＥが図４乃至
図１２に示したように動作するよう制御する。
【００５９】
　上述の技術的技法から理解されるように、本発明の実施形態においてＳＲ情報及び異な
るアップリンク制御情報を同じサブフレームで送信する際、ＵＥは異なるアップリンク制
御情報を送信するための異なる非ＳＲチャネルの物理的資源を利用して基地局にＳＲ情報
を送信する。即ち、ＵＥは特定のＳＲチャネルを利用して基地局にＳＲ情報を送信せず、
ＳＲ，ＡＣＫ／ＮＡＣＫまたはＣＱＩ情報が基地局に送信される際アップリンクＣＣの低
いＣＭ特性が保障される他のアップリンク制御情報を送信するための非ＳＲチャネルの物
理資源を介して送信する。
【００６０】
　上述の内容は、好まれる実施形態に対してのみ説明しているが、発明の範囲を制限する
ことではない。発明の原則と技術的思想から外されない如何なる修正や、同等の置換また
は改善も添付の特許請求の範囲に属する。
【符号の説明】
【００６１】
２１０　無線フレーム（ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ）
２２０　サブフレーム（ｓｕｂｆｒａｍｅ）
２３０　ＣＣ
５１０　ＲＭ符号化ブロック
５２０　ＱＰＳＫ変調ブロック
５３０　並列－直列変換ブロック
５４０　乗算器
５５０　循環シフトブロック
５６０　ＩＦＦＴ（Ｉｎｖｅｒｓｅ　Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）
ブロック
８１０　ＢＰＳＫブロック
８２０　乗算器
８３０　ブロック
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８４０　乗算器
８５０　ＢＰＳＫ／ＱＰＳＫブロック
８６０　乗算器
８７０　ＩＦＦＴブロック
８８０　乗算器
１０１０　ＢＰＳＫブロック
１０２０　ブロックコードブロック
１０３０　ＱＰＳＫブロック
１０４０　ＩＦＦＴブロック
１１１０　ＲＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）処理部
１１２０　モデム
１１３０　保存部
１１４０　制御部

【図２】 【図３】
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【図５】

【図８】

【図１１】

【図１３】

【図１】

【図６】
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